
 
 
 

令和５年度 

 
東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町 
指導主事共同設置事業特別会計予算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

議第 40号 

 

 

 

 

 

令和５年度東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町指導 

主事共同設置事業特別会計予算 

 

 令和５年度東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町指導主事共同設

置事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,630 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 220 条第２項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上

した経費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用とする。 

 

 

令和５年２月 21日提出 

 

 

賀茂郡南伊豆町長 岡 部 克 仁   
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一　般　職

（１） 総 括

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

給　　与　　費　　明　　細　　書

区 分
職　員　数

給 与 費

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円）

前　年　度 3 0 14,390 9,471 23,861

本　年　度 3 0 14,408 9,459 23,867

区　　分

職 員 手 当

扶　　養 管 理 職 通　　勤 住　　居 時 間 外

比 較 0 0 18 △ 12 6

手　　当 手　　当 手　　当 手　　当 勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本　年　度 660 0 1,000 0 1,612

前　年　度 660 0 1,010 0 1,613

比 較 0 0 △ 10 0 △ 1

区　　　分 増　　減　　額 増　減　事　由　別　内　訳　

（千円） （千円）

その他の増減分 △ 132

その他の増減分 0

職員手当 △ 12
制度改正に伴う増減分 120

給　　　料 18

給与改定に伴う増減分 0

昇給に伴う増加分 18
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共  済  費 合 計

（千円） （千円）

備 考

4,817 28,684

4,829 28,690

△ 12 △ 6

の 内 訳

期末勤勉

特別勤務

退職手当 宿 日 直 児　　童 管理職員

組　　合

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

手　　当 負 担 金 手    当 手    当 手    当

5,527 0 0 660 0

5,628 0 0 560 0

△ 101 0 0 100 0

説 明 備 考

人事異動等による増減
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